
No. 質問対象 頁 質問内容 回答

1 公募設置等指
針

5 開成山公園の概要　開成山公園の既存
駐車場台数を教えてください。

開成山公園駐車場は73台、開成二丁目
公園駐車場は9台です。なお、別紙20
「周辺施設」P2の吹出しに記載した72
台、10台は誤りですので訂正いたしま
す。

2 公募設置等指
針

9 使用料表に、公募対象公園施設を除い
た公園施設の設置使用料が設定されて
いますが、どのような施設が該当する
のでしょうか。

都市公園法第2条1項に規定する公園施
設が該当し、本事業で整備する公募対
象公園施設外の公園施設を設置する際
に適用されます。なお、現時点では、
開成山公園内に該当する施設はありま
せん。

3 公募設置等指
針

19 特定公園施設の建設に関わる法人等
は、市の造園工事の有資格業者である
こが求められています。例えば構成企
業又は外部委託により有資格業者を1社
確保した上で、一部工事を資格のない
業者が実施することは可能でしょう
か。

可能です。なお、一部工事の資格のな
い業者の施工を管理する等、有資格業
者が建設に関わる必要があります。

4 公募設置等指
針

19 造園工事や特定公園施設の設計に関
し、外部委託が可能とありますが、外
部委託をする場合、共同事業体の構成
員でなくてもよろしいでしょうか。

外部委託とは、事業者（共同事業体の
構成員）以外の第三者へ委託すること
です（公募設置等指針P1の用語の定義
を参照ください）。なお、共同体の構
成員が実施する場合は、委託ではなく
「自ら実施」となります。

5 公募設置等指
針

26 プレゼンテーションについての詳細
（使用できる媒体、参加人数、時間
等）をお示しいただけないでしょう
か。

記録媒体はUSBまたはCDでお願いしま
す。参加人数や時間、場所等の詳細
は、参加の申請をいただいた事業者数
等を踏まえて検討し、できるだけ早い
時期に別途ご連絡いたします。なお、
新型コロナウィルス感染症対策の観点
からオンラインで実施する場合もあり
ます。

6 公募設置等指
針

30 評価基準　様式集の記載事項と、評価
基準の項目が対応していないようで
す。各記載事項に対して、それぞれの
評価基準はどのように割り振られるの
でしょうか。

様式への記載事項及び提出していただ
く資料により、評価項目（評価の視
点）に係る内容は満たしていると考え
ており、評価の視点に該当する記載事
項をそれぞれ評価し、評価項目の配点
内で採点いたします。

7 公募設置等指
針

33 公募設置等計画の認定後、実施設計を
進めていく中で、若干の計画変更（建
築面積の増減等）について協議は可能
でしょうか。

公募設置等計画の認定後、設計施工協
議を行うこととしておりますので、こ
の中でスケジュールに沿いながら協議
します。

8 公募設置等指
針

35 特定公園施設建設・譲渡契約の締結
事業者に帰責が無い場合で、特定公園
施設整備費予算の議決が得られず、ス
ケジュール変更や内容変更が生じた際
には、事業者に生じた増加費用に対す
る設計変更や損害の補償等の対応をし
て頂けると考えてよろしいでしょう
か。

損害や補償の内容、負担割合等につい
て、事業者と協議しながら対応する考
えです。

開成山公園等Park-PFI事業　質問の回答（６月１５日公表分）

1／13



No. 質問対象 頁 質問内容 回答

開成山公園等Park-PFI事業　質問の回答（６月１５日公表分）

9 公募設置等指
針

40 自転車駐車場新設にあたり、管理事務
所の撤去が求められていますが、ト
レーラーハウス以外の管理事務所を新
設する場合、必須特定公園施設ではな
く、任意特定公園施設になるのでしょ
うか。

管理事務所単体での整備は、任意特定
公園施設として提案していただくこと
となります。なお、要求水準書P12に記
載したとおり「要求水準に記載のない
内容であっても、都市公園法施行令第
31条における公園施設の新設、増設又
は改築で、必須特定公園施設の質が改
善される提案や、必須特定公園施設の
機能向上のための付帯施設」であれ
ば、必須特定公園施設に含めることが
可能です。

10 公募設置等指
針

48 利用料金制度による指定管理者の収入
において、指定管理者が公園利用をす
る場合の公園使用料は発生しないとい
う認識で宜しいでしょうか。

有料公園施設や公園内行為等に係る使
用料は利用料金となりますので、使用
料は発生しませんが、占用や設置管理
許可等に係る使用料は市の収入となり
ますので使用料が発生します。ただ
し、指定管理業務仕様書P27における事
業計画書により実施する事業は、郡山
市都市公園条例第13条第３号の規定に
より、使用料が免除になります。

11 公募設置等指
針

48 開成山公園の使用料の減免申請に関す
る運用基準は、従来の通りから変更は
ないのでしょうか。

現時点においては、別紙35「免除規
定」のとおり、変更はありません。

12 公募設置等指
針

52 詳細は市ウェブサイトに追って掲載と
の事ですが、掲載時期および掲載の告
知方法をご教示いただけますでしょう
か。

自動販売機の設置に係る詳細は、6月30
日に公募設置等指針第2の5に記載する
市ウェブサイトに掲載する予定です。

13 公募設置等指
針

53 リスク分担 本事業の範囲外である桜古
木への影響があった場合の処置は別途
と考えて宜しいでしょうか。（勿論施
設の整備に於いては細心の注意を払い
実施するものとします）

本事業において桜古木に影響があった
場合には、別途協議します。なお、桜
古木のエリアについては、本事業の範
囲内ですが、別紙40のとおり、専門性
を必要とする管理は指定管理業務の対
象外となっています。日本遺産の構成
文化財の一つであることから、保全を
最優先にした安全な整備計画を提案し
て下さい。

14 公募設置等指
針

53 リスク分担 　地下埋設物に関連して、
埋蔵文化財が出てきたことにより工事
がストップする場合は、特定公園施
設、公募対象公園施設とも市のリスク
と考えてよろしいでしょうか。

埋蔵文化財の発見に伴う工事停止等に
伴う費用負担は、原則として市側のリ
スク分担になると考えておりますが、
負担する範囲については、協議させて
いただきたいと考えております。な
お、本事業範囲は、埋蔵文化財包蔵地
及び確認調査必要地区に指定されてお
りませんが、事業範囲に隣接する開成
山大神宮付近が当該地区に指定されて
いることから、工事に際しては十分な
確認・施工をお願いいたします。
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開成山公園等Park-PFI事業　質問の回答（６月１５日公表分）

15 公募設置等指
針

54 リスク分担　「周辺地域及び施設利用
者への対応」は双方協議となっており
ますが、市民からの反対運動等、本事
業の実施そのものに対する対応につい
ては、貴市の責任ではないでしょう
か。

本事業の実施という政策判断に対して
は、市の責任であると考えております
が、本事業により整備された施設や管
理手法等、対応が必要となった原因に
より分担が変わるため、双方協議とし
ています。

16 公募設置等指
針

54 リスク分担　特定公園施設の整備予算
について議会で否決された場合は、受
注額等、事業者側での大幅な条件変更
が必要となる場合があります。その場
合、撤退費用及びすでに実施済みの設
計費の保証を検討いただくことは可能
でしょうか。

必要に応じて検討します。

17 公募設置等指
針

54 リスク分担　特定公園施設を市に引き
渡した後は、所有権が市に移管されて
おり、事業者は維持管理責任を負って
いるだけなので、「不可効力」による
施設への損害は、市の責任と考えてよ
ろしいでしょうか。

引渡し後は、施工に瑕疵がある場合を
除き、市の責任となります。

18 公募設置等指
針

54 リスク分担　※1「著しい物価変動」と
は具体的にどの程度の変動幅を想定さ
れておりますでしょうか。

国土交通省「賃金等の変動に対する工
事請負契約書第 25 条第６項の運用に
ついて」に関する通知等を想定してい
ます。

19 公募設置等指
針

54 リスク分担　※2「不可抗力」の負担配
分等を都度協議とした場合、事業者に
不利な配分となることが想定されるた
め、何らかの基準を設けていただけな
いでしょうか。

不可抗力の内容が多岐にわたることか
ら、基準は設けず、分配等は協議によ
り決定したいと考えております。

20 公募設置等指
針

59 ４（２）市が算出した額の保証金とあ
りますが、その算出計算式をご教示い
ただけますでしょうか。

福島県土木部設計資材単価等決定基準
を準用して積算する予定です。

21 公募設置等指
針

61 11、事前調査を事業対象範囲内で実施
することができる。とありますが、測
量・地盤調査等も許可の範囲内と考え
て宜しいでしょうか。

許可の範囲内となります。なお、調査
の時期や内容、規模等により許可でき
ない場合もありますので、事前にご相
談ください。

22 公募設置等指
針

― 公募施設への給水及び電気の供給は、
既存系統からではなく単独引込みとな
りますでしょうか。

既存系統からの供給が可能です。この
場合、既存系統の分岐から公募対象公
園施設までの引込は公募対象公園施設
の付属施設として取り扱うこととな
り、占用料が発生します。なお、引込
に当たり既存系統を改修する場合は、
改修した既存系統は任意特定公園施設
として取り扱います。
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No. 質問対象 頁 質問内容 回答

開成山公園等Park-PFI事業　質問の回答（６月１５日公表分）

23 要求水準書 2 緑被率の考え方（計算式）等に関し
て、具体的にご教示いただけますで
しょうか。

本事業で整備する範囲内において、
（既存緑被面積/整備面積）×100≦
（整備後の設計緑被面積/整備面積）×
100となります。なお、緑被面積は冬を
除いた、樹木、花壇、芝等の緑に覆わ
れた面積（樹木の場合は樹冠投影面
積）になります。詳細は別添1「緑被率
の算定方法」を確認するとともに、訂
正要求水準書のとおり「目標緑被率」
を提案してください。

24 要求水準書 2 緑被率について、基準となる計算方法
を教えてください。

No.23を参照ください。

25 要求水準書 2 「新設、増設又は改築する特定公園施
設、公募対象公園施設及び利便増進施
設の敷地の合計面積の緑被率が、従前
のそれらの敷地の合計面積の緑被率以
上となるようにすること」とあります
が、現状樹木の緑被面積は既存樹木の
樹冠投影面積であり、新規植栽する樹
木の緑被面積は新規植栽する時点の樹
木の樹冠投影面積という認識でよろし
いでしょうか？

現状樹木の緑被面積は既存樹木の樹冠
投影面積でありますが、整備後の緑被
面積は、設計における樹冠投影面積を
計上ください。詳細は別添1「緑被率の
算定方法」を確認ください。

26 要求水準書 2 新設、増設する特定公園施設、公募対
象公園施設、利便増進施設の敷地の合
計面積の緑被率を、従前の緑被率以上
とすることが必要とあるが緑被率の算
出根拠についてご教示願います。例え
ば、「花壇、芝生地、低木植え込み地
の平面面積+樹林地面積」とすると、樹
林地としてみなされる中高木の植栽密
度はどの程度でしょうか（現況の緑地
面積計測方法にも関連する）。

事業者の負担を考慮し、本事業では簡
易的な算定方法を用いるものとしま
す。詳細は別添1「緑被率の算定方法」
を確認ください。

27 要求水準書 2 芝生地内に植栽された高木の樹幹投影
面積は、芝生地と重複計上が可能で
しょうか。可能な場合、高木 1 本当り
のカウントできる面積の基準（例えば
樹高 5.0ｍ以上は 30ｍ2/本など）はあ
りますでしょうか。

重複計上は不可としています。詳細は
別添1「緑被率の算定方法」を確認くだ
さい。

28 要求水準書 6 （2）業務の期間　「市の確認が取れた
特定公園施設より建設を開始する」と
ありますが、一方で公募設置等指針ｐ
39 では、公共積算額の 9 割以内であ
ることを市が確認できない限り、設計
内容及び工事費積算内訳書等の再検討
を行うこととされています。「市の確
認が取れた特定公園施設より建設を開
始する」ための判断基準をご教示くだ
さい。

「当該施設の公共積算額が9割以内であ
るとの確認」が判断基準となります。
設計施工協議において、概ねの合意が
なされた段階で総額で確認し、その
後、軽微な変更等がある施設について
は、設計施工協議を継続し、各施設ご
とに再度確認し、確認が取れた施設か
ら順次建設を開始できるようにするも
のです。
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No. 質問対象 頁 質問内容 回答

開成山公園等Park-PFI事業　質問の回答（６月１５日公表分）

29 要求水準書 8 認定計画提出者には代表企業だけでは
なく構成企業も含まれるという認識で
よろしいでしょうか。

構成企業も含まれます。

30 要求水準書 8 主たる工事監理者が市との連絡窓口の
役割を担うとありますが、具体的にど
のような業務・頻度を想定すればよろ
しいでしょうか。

要求水準書P9.10.11に「工事監理者」
の業務として記載している、工事記録
の整理、施工の説明・報告、工事に関
する書類の提出などの業務であり、工
事進捗状況の報告は月1回以上としてい
ます。なお、「工事監理者」を「主た
る工事監理者」に訂正します。

31 要求水準書 8 特定公園施設の建設を認定計画提出者
から建設を担う団体へ発注する場合、
工事監理者は建設を担う団体以外から
選任しなければならないという考えで
よろしいでしょうか。

設計施工分離の考えから、工事監理者
は建設を担う団体以外から選任するこ
とを求めています。なお、工事監理者
は、認定計画提出者（代表団体又は構
成団体）から選任することを併せて求
めています。

32 要求水準書  9 （6）ア（a）工事監理者　「工事監理
者は、工事進捗状況を市に月 1 回以上
報告するほか、市からの要請があれば
施工の事前説明及び事後説明を行うと
こと。」とあります。これらは主たる
工事監理者ではなく、その他の工事監
理者で対応することも可能と捉えてよ
ろしいでしょうか。

№30に記載したとおり、主たる工事監
理者の業務となります。

33 要求水準書 12 広場整備に支障となる花壇及びベンチ
は同種・同規模を移設する必要があり
ますでしょうか？また、花壇の形状に
ついては既存と変更しても同規模であ
ればよろしいでしょうか？

自由広場にある花壇については、要求
水準書P13のNo8「花壇新設」が代替と
なっていますので、別途移設等の必要
はありません。なお、「花壇新設」に
ついては、要求水準に記載のとおりで
あり、「同類の花壇」を要求していま
す。

34 要求水準書 12 芝生広場は合計で 5,000m2 以上であれ
ばよく、分割されていてもよろしいで
しょうか？

現在の自由広場内であれば、分割も可
能です。

35 要求水準書 12 トレーラーハウスの場所の変更や使用
は可能ですか。

場所の変更、使用、ともに可能です。

36 要求水準書 12 No.1自由広場　災害時の雨水処理設備
とは、どのような施設を想定されてい
ますでしょうか。

流量計算に基づいた側溝などの排水施
設を想定しています。

37 要求水準書 12 新設する雨水、汚水管を、既存管へ接
続することは可能ですか。

勾配・高低差等、設計・施工・維持管
理上問題が無ければ可能です。

38 要求水準書 12 普通自動二輪車の駐車スペースを、今
回新たに設置する駐車場ゲート外で整
備する形でもよろしいでしょうか。

駐車場使用料に関連しますので、詳細
は6月30日に公募設置等指針第2の5に記
載する市ウェブサイトに掲載する予定
です。

39 要求水準書 12 事業範囲内に独立した福祉車両兼用ま
たは専用の駐車場を提案することは可
能ですか。

福祉車両兼用、専用ともに提案は可能
です。なお、詳細は設計施工協議によ
り確定したいと考えます。

40 要求水準書 12 No.2駐車場　現況の管理車両ルートを
ご教示願います。

開成山公園駐車場から進入し、原則と
して未舗装の通路を使用しています。
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No. 質問対象 頁 質問内容 回答

開成山公園等Park-PFI事業　質問の回答（６月１５日公表分）

41 要求水準書 12 No.2駐車場　その他留意すべき特段の
運用の定めがあればご教示願います。

公募設置等指針等に記載している運用
以外は、現時点では想定しておりませ
ん。

42 要求水準書 13 残数表示の表示方法として普通車と大
型車で区分した表示方法が必要でしょ
うか。

必須ではありませんが、整備後の管理
運営を考慮し、普通車、自動二輪車、
中大型車ごとに表示していただきたい
と考えています。

43 要求水準書 13 警報器設置とありますが、駐車場管制
装置の異常やトラブルを発報する警備
装置でよろしいでしょうか。

駐車場退場時に歩行者等へ退場車両を
知らせるための警報装置を要求してい
ます。

44 要求水準書 13 No3-ウ 駐車場設備の電気の受電につき
ましては施設からの供給でしょうか？
それとも外部からの引込みになるので
しょうか？

どちらでも可能です。

45 要求水準書 13 国道敷に満空表示板を設置することは
可能ですか。

国道敷地は本事業範囲外ですので、必
須特定公園施設としての設置は不可能
です。事業範囲内で、利用者等に分か
りやすい手法のご提案をお願いしま
す。

46 要求水準書 13 橋のライトアップについて、点灯時間
等の指定はありますか。

橋のライトアップは、「夜間の演出が
できる」設備の設置（常設）を求めて
おり、点灯時間等の運用方法は、指定
管理業務としてのご提案や協議により
決定したいと考えています。

47 要求水準書 13 橋のライトアップ設備新設について、
設置数や色等についての指定はありま
すか。

LEDによるライトアップ設備を設置する
こととしておりますが、設置数や色等
についての要求水準は設定しておりま
せん。整備の詳細については、提案願
います。

48 要求水準書 13 No.5井戸新設　井戸の打ち抜き深さ等
の仕様は別紙 30 に準じてよろしいで
しょうか。

要求水準に記載した揚水量360㎥/日以
上であれば、深さは問いません。な
お、必要揚水量の確保が難しいと判断
された場合には、協議により対応を検
討します。

49 要求水準書 13 No.5井戸新設　新設井戸から野外音楽
堂までの送水は、既存井戸の送水管と
は別途で新たに配管を設置すると理解
してよろしいでしょうか。

新たな配管の設置、既存送水管の活用
等の整備手法については、ご提案いた
だきたいと考えています。

50 要求水準書 13 井戸水は散水施設等に活用可能です
か。

散水施設として井戸水の活用は可能で
す。

51 要求水準書 13 水上デッキの最低規模の設定があれば
お教えいただけますでしょうか？

規模に対する要求水準はありません。

52 要求水準書 13 No.6水上デッキ新設　既存の循環装置
及び配管の撤去はどの程度の内容を想
定されておりますでしょうか。

別紙8「循環装置図面」における既存循
環装置を全て撤去することを想定して
おります。なお、提案により既存施設
の利活用も可能とするため、今回、要
求水準書を訂正します。

53 要求水準書 13 No.6水上デッキ新設　水上デッキの広
さについて特に定めはありますでしょ
うか。

規模に対する要求水準はありません。
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No. 質問対象 頁 質問内容 回答

開成山公園等Park-PFI事業　質問の回答（６月１５日公表分）

54 要求水準書 13 既存の循環装置の一部を利活用するこ
とは可能ですか。

設計強度等、問題が無ければ利用可能
です。なお、提案により既存施設の利
活用も可能とするため、今回、要求水
準書を訂正します。

55 要求水準書 13 No.6水上デッキ新設　循環装置の撤去
にあたり、五十鈴湖の水抜きが必要に
なると思われますが、水抜き自体も事
業者の事業範囲でしょうか。その場
合、水抜きの時期、範囲、方法等に制
約はあるでしょうか。

循環装置及び配管撤去の準備工に当た
りますので、水抜きも事業者の事業範
囲となります。水抜きの時期等につい
て制約はありませんが、五十鈴湖内外
の生態系に配慮した提案をお願いま
す。

56 要求水準書 13 No.7野外音楽堂　改修ステージへの進
入車輛の規格について定めはあります
でしょうか（例：4t 車が進入可能、ピ
アノが搬出入できる大きさ等）。

規格についての要求水準はありません
が、多目的利用に対応できる整備をお
願いします。

57 要求水準書 13 野外音楽堂ステージ背後の可動式壁面
の利用方法を提案することは可能です
か。

可能です。

58 要求水準書 13 No.8花壇新設　「オランダ国旗と同類
の花壇設置」とはどのような意味合い
でしょうか。例えば「現況の大きさ
（≒5ｍ×18ｍ）を確保した矩形とす
る」等のサイズに関する規定でしょう
か。

指定管理業務仕様書P13の３、（２）、
ウに記載している「オランダ国旗に見
立てたチューリップ配置で植付」た花
壇です。なお、花壇の大きさは
「チューリップ花壇」と合わせて500㎡
以上を要求しています。

59 要求水準書 13 オランダ国旗花壇の花の品種に指定は
ありますか。

要求水準では、「オランダ国旗花壇と
同類の花壇」の設置を求めていますの
で、国旗に見立てた部分の一部に
チューリップを配置した上で、他の品
種を使用することは可能です。

60 要求水準書 13 No.8花壇新設　500 ㎡以上の花壇は、
バラ園近くに計画するオランダ国旗花
壇等、芝生広場以外の区域の花壇も含
めてよろしいでしょうか。

新設する花壇の面積の合計が500㎡以上
であれば良く、場所は芝生広場以外も
可能です。

61 要求水準書 14 バラ園の常時開放の変更は可能です
か。

可能です。なお、盗難やいたずらへの
対策等、管理方法にも留意してくださ
い。

62 要求水準書 14 No.10バラ園改修　現在、開放が春秋に
限定されているのは特別の事情がある
のでしょうか。

バラの盗難やいたずら防止の観点か
ら、開園時期を限定しています。

63 要求水準書 14 No.11ランニングコース新設　整備イ
メージ図に提示されているランニング
コースの一部区間の変更は可能でしょ
うか。

整備イメージ図の位置からの変更は可
能です。なお、変更に当たっては、公
募設置等指針第5の１の（２）整備に関
する条件、別紙12移設可能リストにご
留意ください。

64 要求水準書 14 No.11ランニングコース新設　距離表示
に際しての「スタート（ゴール）」地
点は事業者の任意でよろしいでしょう
か。

任意です。
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開成山公園等Park-PFI事業　質問の回答（６月１５日公表分）

65 要求水準書 14 No.11ランニングコース新設　ランニン
グコースの総延長が 1.2km など 100ｍ
単位の整数でなく、 1234ｍなど中途半
端な数字となることが想定されます
が、やむを得ないと考えてよろしいで
しょうか。

やむを得ないと考えています。

66 要求水準書 14 ランニングコースは自由広場と共有す
ることは可能でしょうか？

自由広場の一部に五十鈴湖を周回する
ランニングコースの一部を整備するこ
とはできます。なお、ランニングコー
スの面積は自由広場の面積（5,000㎡以
上）から除くこと、また、自由広場と
ランニングコースそれぞれの利用者の
利便性や安全性に配慮した上でご提案
ください。

67 要求水準書 14 No.15トイレ新設　郡山市移動等円滑化
のために必要な特定公園施設の設置に
関する基準を定める条例第 9 条 2 項
1 号において、「便所（男性用及び女
性用の区別があるときは、それぞれの
便所）内に高齢者、障害者等の円滑な
利用に適した構造を有する便房が設け
られていること。」とあります。要求
水準書のオストメイト対応型多目的便
所はこれらの便房と兼ねることは可能
でしょうか。可能な場合は男子便所、
女子便所共にオストメイト対応の設備
を設けることでよろしいでしょうか。

ご質問のように兼ねることは可能で
す。なお、同条例第2項では、「そのう
ち１以上」はと規定していますので、
男子便所、女子便所のほかに設置する
「オストメイト対応型多目的トイレ」
において第2項第1項の規定を満たすこ
とを想定しており、男子便所、女子便
所共にオストメイト対応の設備を設け
なくても要求水準に達します。

68 要求水準書 14 No.15トイレ新設　大便器を有する個室
にベビーチェアの設置は不要でしょう
か。

要求水準上は不要です。なお、要求水
準以上の整備内容を提案することは可
能です。

69 要求水準書 14 No.15トイレ新設　男子便所、女子便所
にそれぞれベビーシートの設置は不要
でしょうか。

要求水準上は不要です。なお、要求水
準以上の整備内容を提案することは可
能です。

70 要求水準書 14 No.15トイレ新設　新設トイレの設置場
所は、要求水準書ｐ18 の整備イメージ
図の位置からある程度の変更は可能と
認識しておりますが、変更可能な範囲
について目安があればご教示くださ
い。

整備イメージ図の位置からの変更は可
能です。設置場所については、事業範
囲内であれば自由に提案できます
が、、公募設置等指針第5の１の（２）
整備に関する条件、別紙12移設可能リ
ストにご留意ください。

71 要求水準書 14 No.16トイレ建替　トイレ建替えは男子
便所及び多目的便所のみを対象として
いる理由をご教示願います。

№16のトイレ建替については、周囲が
高低差による法面や擁壁があるため設
置可能面積が限定されると判断し、本
要求水準としています。なお、要求水
準以上の整備内容を提案することは可
能です。

72 要求水準書 14 トイレの建替え場所を提案することは
可能ですか。

必須特定公園施設として提案可能で
す。なお、建替えの場所については、
公募設置等指針第5の１の（２）整備に
関する条件、別紙12移設可能リストに
ご留意ください。
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No. 質問対象 頁 質問内容 回答

開成山公園等Park-PFI事業　質問の回答（６月１５日公表分）

73 要求水準書 15 No.21公園灯新設　公園西側のトイレ背
後の園路拡幅は、既存植栽の移植をで
きる限り少なくしてほしいと現地説明
会にてご説明がありましたが、管理用
車両の通行を考慮されているのでしょ
うか（通行するのであれば、軽四程度
でしょうか。また想定幅員は 3.0ｍ程
度（部分的には 2.5ｍ程度）の蛇行形
態でもよろしいでしょうか。）。

No13「園路拡幅」の要求水準のとお
り、当該箇所において管理車両の通行
は想定していません。なお、要求水準
以上の整備内容を提案することは可能
です。

74 要求水準書 19 第３  １（４）上記同様。工事監理者
は、公募対象公園施設の建設を担う団
体以外から選任しなければならないと
いう考えでよろしいでしょうか。

設計施工分離の考えから、工事監理者
は建設を担う団体以外から選任するこ
とを求めています。なお、工事監理者
は、認定計画提出者（代表団体又は構
成団体）から選任することを併せて求
めています。

75 要求水準書 ― 必須特定公園施設と関わりのないエリ
アの植栽改修及び追加については事業
者負担の任意特定公園施設という認識
でよろしいでしょうか？

必須特定公園施設に関りがなければ、
任意特定公園施設となります。

76 要求水準書 ― 現在、植栽帯や芝生広場に潅水を行っ
ているのでしょうか。

夏場のみ芝生広場へ潅水を行ってお
り、植栽帯へは行っておりません。

77 指定管理業務
仕様書

4 口座の詳細の指定などあればご教示い
ただけますでしょうか。

指定管理会計口座と自主事業会計口座
を分けて管理すること以外の指定はあ
りません。

78 指定管理業務
仕様書

5 駐車場の開錠時間について、原則 24
時間営業で入場のみ時間制限がありま
すが、管理許可で提案する場合、入退
場を含めて 24 時間営業することは可
能でしょうか。

駐車場使用料に関連しますので、詳細
は6月30日に公募設置等指針第2の5に記
載する市ウェブサイトに掲載する予定
です。

79 指定管理業務
仕様書

6 1（11）公募対象公園施設の営業におけ
る事業の PR は市の HP に記載するこ
とは可能でしょうか。

内容について市の承諾を得れば、市が
指定する手法により掲載（内容により
リンクを貼る等）することが可能で
す。

80 指定管理業務
仕様書

6 第 2-1 駐車場機器の点検完了後は点検
結果の報告書は必要でしょうか。

指定管理業務仕様書P6の第2、１、
（４）に記載したとおり「市が点検結
果の提示を求めたとき」に提示してい
ただきます。

81 指定管理業務
仕様書

6 第２  １（９）市の事業等における参
加時の人件費及びその際のやむを得な
い事由による時間外手当等の扱いはど
のようになるでしょうか。

自主事業を除く指定管理業務の人件費
（時間外手当等を含む）は指定管理料
に含まれています。なお、自主事業に
係る事業費（人件費含む）は指定管理
者の負担となります。

82 指定管理業務
仕様書

7
27

次年度の人員配置計画の提出につい
て、9 月末と 10 月末提出という記載
がありますが、どちらを正とすれば宜
しいでしょうか。

毎年度10月末日です。
P7に記載の「毎年度9月末」は誤りです
ので訂正いたします。

83 指定管理業務
仕様書

8 利用料金の収受に関しては振り込みも
可能という認識で宜しいでしょうか。

原則として可能です。なお、具体的な
収受手法については、条例の規定等を
確認しながら、個別に協議します。
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No. 質問対象 頁 質問内容 回答

開成山公園等Park-PFI事業　質問の回答（６月１５日公表分）

84 指定管理業務
仕様書

8 駐車場使用料の変更を行うことは可能
でしょうか。
（例）特別日、イベント開催時の特別
設定など

駐車場使用料に関連しますので、詳細
は6月30日に公募設置等指針第2の5に記
載する市ウェブサイトに掲載する予定
です。

85 指定管理業務
仕様書

9 ４（４）ｗｅｂサイトを構築とありま
すが、機能・デザインなどについて必
須の事項はあるでしょうか。また掲載
不可の項目などあればご教示下さい。

現時点においては必須事項はありませ
んが、今後、必要項目の追加や修正
等、協議する可能性はあります。ま
た、指定管理業務仕様書P6の第2、1、
（11）に記載した「施設や事業PR以外
の民間事業者の営利目的」の項目等は
掲載不可と考えています。

86 指定管理業務
仕様書

9 ３（２）オンラインシステムでの予約
受付も可能と考えてよろしいでしょう
か。

提案により可能です。

87 指定管理業務
仕様書

9 ５ トイレットペーパー、石鹸、ゴミ
袋、消臭剤等消耗品の年間消費数量の
実績をご教示いただけますでしょう
か。

各実績は以下の通りです。
・トイレットペーパー：65ｍ/個、シン
グル3,000個購入（R2実績）
・石鹸：864個購入（R2実績）
・ゴミ袋消費量：100枚程度（R3実績）
・消臭剤：業務委託で対応しているた
め把握していません。

88 指定管理業務
仕様書

11 第 4-1 (7) 「接する道路のほか、周辺
道路の混雑が予想される場合は適切な
対応をとること」とあるが、現状行っ
ている対策があれば回数と内容を教え
てください。また、その内容に限って
は今後も市または行っている団体で継
続してもらえるという認識で良いで
しょうか。

現状で、市が行っている対策は、以下
のとおりです（市以外の団体の例は現
在はありません）
・花見客対策として4月に誘導員を土日
の2日配置
周辺道路の混雑への対応は指定管理者
の業務となりますので、イベント開催
時等、混雑が予想される際には、対応
策を主催者等と調整した上で、実施し
ていただくこととなります。

89 指定管理業務
仕様書

11 １ (13) エ  動物の死骸処理/オ  外来
種の駆除について、直近の年間対応件
数をご教示いただけますでしょうか。

実績は以下の通りです。
・死骸処理：五十鈴湖のコイ
　　　　　　（R3実績）10匹程度
　　　　　　（R2実績）60匹程度
・外来種の処理：無し（R3・2実績）

90 指定管理業務
仕様書

11 第 4その他 現状、長期車両(1 週間以
上の駐車)はありますか？ある場合、次
期指定管理期間開始前までに対応いた
だける認識で良いでしょうか。

令和４年６月現在、長期駐車車両はあ
りません。なお、今後発生した場合は
市が対応します。

91 指定管理業務
仕様書

11 第 4その他 定期券、サービス券、回数
券は指定管理者が提案する中で作成及
び配布を行っても良いでしょうか。

駐車場使用料に関連しますので、詳細
は6月30日に公募設置等指針第2の5に記
載する市ウェブサイトに掲載する予定
です。

92 指定管理業務
仕様書

13 ４ 水景施設の設備図面及び保守点検・
定期点検の報告書がございましたら、
開示いただくことは可能でしょうか。

別添2「水景施設、受変電設備、遊具点
検報告書」のとおり開示します。
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開成山公園等Park-PFI事業　質問の回答（６月１５日公表分）

93 指定管理業務
仕様書

16 ９ 直近年度の点検結果表を開示いただ
くことは可能でしょうか。

別添2「水景施設、受変電設備、遊具点
検報告書」のとおり開示します。

94 指定管理業務
仕様書

17
18

12（1）、13（1）指定管理業務引継ぎ
時には、直近の危険木調査および樹木
精密検査の結果を開示して頂けるとい
う認識で宜しいでしょうか。

別添3「危険木調査」のとおり開示しま
す。

95 指定管理業務
仕様書

19
16

車両によって料金設定に変化をつける
計画はあるでしょうか。
（例）  普通車  １時間    １００円
大型車  １時間    ３００円  など

駐車場使用料に関連しますので、詳細
は6月30日に公募設置等指針第2の5に記
載する市ウェブサイトに掲載する予定
です。

96 指定管理業務
仕様書

22 22（2）健全度調査の結果は、過去の資
料を含めて引き継ぐという認識で宜し
いでしょうか。

データを含めた写しを提供します。

97 指定管理業務
仕様書

24 連絡協議会の開催は、指定管理者が主
となって行うものでしょうか。

指定管理者が主となります。

98 基本協定書 4 第 9 条  強制解除　（4）～（6）の規
定は、本事業に関するものに限定頂け
ませんでしょうか。

当該規定に伴う強制解除は、原則とし
て本事業以外も含めて適用します。な
お、本事業以外での適用については、
法令違反等の重大性・悪質性等を踏ま
えて判断いたします。

99 基本協定書 5 第 10 条  違約金等　（1）、（2）と
も違約金の割合が現段階で不明となっ
ています。応募に係るリスクを評価す
るため、具体な値をご教示ください。

今回お示しした基本協定書は素案であ
り、現在、他市事例や本市工事請負契
約約款等を参考に検討中ですので、具
体的な値は、現時点ではお示しできま
せん。

100 様式 5
共同事業体協
定書兼委任状

― 本様式は、提示された内容の変更、追
加は行わずに使用するものと考えてよ
ろしいでしょうか。

様式の変更等は、原則と認めません
が、表現を修正したい等、趣旨が変わ
らない範囲での修正等の希望がある場
合には、事前連絡の上、ご相談くださ
い。

101 様式 5
共同事業体協
定書兼委任状

― 別表の共同事業体責任分担表につい
て、「分担割合は代表団体が最大とな
るよう設定すること」とありますが、
特定公園施設や公募対象公園施設、指
定管理といった性格の違う業務が混在
する中、何を持って最大と判断すれば
よろしいでしょうか。

本事業における責務の分担割合を明確
していただくことを目的としておりま
すので、「分担割合」の欄には、基本
協定締結からの事業期間（20年間）の
事業全体の責任を100％として捉え、各
事業者の責任の割合を記入してくださ
い（事業量や事業費の負担割合ではあ
りません）。また、「分担業務」の欄
には、分担割合にかかわらず、担当す
る業務を記入してください。

102 様式 7
実績一覧表

― 本実績は、各分類 3 件（分類は 4
つ）までとの記載ある一方、「30施設
を超える実績がある場合は、主なもの
を記載すること」との記載もありま
す。1 つの分類を複数の企業が担当す
る場合は、担当企業毎に 3 件記載でき
るような考え方でしょうか。記載件数
の考え方についてご教示ください。

「各分類3件まで」は、実績を証明する
書類の提出件数の上限であり、「30施
設」は記載できる実績の上限です。
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No. 質問対象 頁 質問内容 回答

開成山公園等Park-PFI事業　質問の回答（６月１５日公表分）

103 様式 8
外部委託予定
書

― 外部委託予定書に記載数事業者はあく
まで予定であって、実際の事業実施時
に委託を行わない場合があることに特
段のペナルティはないとの認識でよい
でしょうか？

現時点において、特別のペナルティー
は考えていません。なお、公募設置等
指針P19に記載している有資格者の配置
等の条件は満たす必要があります。

104 様式 12
公募設置等計
画

― 各様式について、作成枚数は任意と考
えてよろしいでしょうか。

任意です。

105 様式 12
公募設置等計
画

― フォントのサイズ等も見やすさに配慮
して任意と考えてよろしかったでしょ
うか。

任意です。

106 様式 12-3
Ⅱ.特定公園施
設

― 特定公園施設の整備費用に、公共積算
額に対する割合が求められています。
詳細設計ができていない提案段階にお
いて、どのような基準で上記を算定す
ればよろしいでしょうか。また、ここ
で示す公共積算額に対する割合は、提
案以降で事業者を拘束する要素となる
で
しょうか。

様式12-3に記載する特定公園施設の整
備費用については、提案段階における
積算根拠を把握する趣旨ですので、概
算により記載してください。また、記
載したとおり提案段階での概算額とし
て取り扱いますので、提案以降に拘束
する要素とはなりません。

107 様式 13-1投資
計画

― 保証金の欄が設けられていますが、公
募設置等指針ｐ59 では、保証金は市が
算出することになっております。ここ
に入れる金額の取り扱い、算出方法等
をご教示ください。

様式13-1に記載する保証金の額につい
ては、保証金を含めた全体の収支計画
を把握する趣旨ですので、提案時に計
画した公募対象公園施設に係る撤去・
更地工事費の概算額を記載して下さ
い。また、記載した保証金の額につい
ては、№108と同様の取り扱いとなりま
す。

108 別紙９ ― 地下埋設等図面　噴水制御盤の北側へ
の分岐経路（ブルー色の噴水管理経
路）は残す必要はありますか？

噴水制御盤の北側への分岐経路は、別
紙12「移設可能リスト」におけるNo29
の避雷針（風速計）と接続しており、
現在は機能ていない主噴水（高さ50
ｍ）の管理に利用していました。この
機能を活用しない場合、提案により撤
去することも可能です。

109 別紙12
移設可能リス
ト
No.44

― 郡山ロータリークラブの森があり、移
設可との記載があります。現在この場
所に、公募対象施設の配置を計画して
おります。こちらに公募対象施設の配
置計画をするにあたり、移植が難しい
樹木（約30本程度）については樹木の
伐採が必要になる予定です。移設のと
して、伐採した樹木と同じ種類の樹木
を、他エリアに植樹することは可能で
しょうか。なお、伐採した樹木につい
ては、ウッドデッキやカウンター等の
公募対象施設の一部（店内備品等含
む）として再生利用し、公園の歴史等
の紹介内容の一部として告知する予定
です。

ご提案の箇所の樹木については、寄付
により設置された経緯があることか
ら、「移設（移植）」は可、「伐採」
は不可としています。
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No. 質問対象 頁 質問内容 回答

開成山公園等Park-PFI事業　質問の回答（６月１５日公表分）

110 別紙資料 25
野外音楽堂騒
音調査報告書

― 「※野外音楽堂観客席後部境界におい
て 85dB を超えてはいけない。」につ
いて、騒音規制法と同様に敷地境界で
しょうか。具体的な位置をお示し願い
ます。

調査位置は、野外音楽堂の観客席後部
（最上段）の転落防止柵付近です。

111 ベース図 ― 「図面 1  開成山公園周辺都市計画
図.dwg」以上の精度の高いキャド図の
貸与をお願いできますでしょうか（例
えば「図面 7  開成山公園平面図ラス
ターdata.jpg」のようなものを所望し
ます）。

ご要望のベクターデータはございませ
ん。図面７のラスターデータや別紙を
参考に提案して下さい。なお、認定計
画提出者は別紙42「関係資料一覧」を
借用できますので、調査・設計の参考
としてください。

-

― ― ― 上記の質問回答に基づき、公募設置等
指針等の一部を訂正しております。
「正誤表」をご確認ください。

-

― ― ― 上記の質問回答に基づき、資料を一部
追加しております。「別添一覧表」を
ご確認ください。
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